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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期
累計期間

第53期
第１四半期
累計期間

第52期

会計期間

自平成25年
　２月21日
至平成25年
　５月20日

自平成26年
　２月21日
至平成26年
　５月20日

自平成25年
　２月21日
至平成26年
　２月20日

売上高 （千円） 2,729,559 2,400,677 11,913,167

経常利益又は経常損失（△） （千円） △29,749 △89,546 97,632

四半期純損失（△）又は当期純利

益
（千円） △25,531 △92,793 107,359

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,979,932 2,979,932 2,979,932

発行済株式総数 （千株） 14,204 14,204 14,204

純資産額 （千円） 3,564,592 3,585,373 3,694,314

総資産額 （千円） 7,001,790 8,284,852 7,956,256

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額

（円） △1.80 △6.55 7.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 1.00

自己資本比率 （％） 50.9 43.3 46.4

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、４月１日に施行された消費税率の引上げに伴い、増税前の駆込

み需要と増税後の一時的な消費の反動減が見られました。

　当業界におきましては、一部の高額腕時計や高額ブランドバッグなどでは消費税増税による売上高への影響が顕

著に見られた反面、全体としては、長引く円安や材料費高騰の影響による消費者物価の上昇傾向を受け、基本的に

は消費に慎重な姿勢も窺われ、売る側としては、駆込み需要をいかに取込むか、また、反動減の影響をいかに小さ

く抑えるかが焦点となりました。

　このような環境下、当社は、商品在庫の増強、価格戦略の見直し、販売体制の強化などにより消費税率の引き上

げへの対応を図ってまいりました。

　前事業年度末より駆込み需要に備えての在庫確保に努めるとともに、チラシ販促とＤＭ販促の投入強化を図る一

方、プライベートブランド商品の販売キャンペーンや特設売場での催事を展開するなど、増税前の駆込み需要の取

込みに努めました。

　増税後の売上反動減は、想定はしていたものの厳しい状況で推移しており、引続きプライベートブランド商品の

販売キャンペーンを推進するとともに、小売法人向けの商品供給や販売業務委託などによる売上の拡大にも着手し

ております。

　これらの結果、売上高は2,400百万円（前年同期比12.0％減）、営業損失は69百万円（前年同期は24百万円の営

業損失）、経常損失は89百万円（前年同期は29百万円の経常損失）、四半期純損失は92百万円（前年同期は25百万

円の四半期純損失）となりました。

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の資産につきましては、総資産は8,284百万円となり、前事業年度末に比べ328百万円増

加いたしました。これは、主に消費税増税に備え、前事業年度末に補充してあった商品が181百万円減少しました

が、その回収や運転資金の調達などにより現金及び預金が486百万円増加したことなどによるものであります。

　当第１四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は4,699百万円となり、前事業年度末に比べ437百万円

増加いたしました。これは主に、約定弁済により長期借入金93百万円、社債20百万円が減少しましたが、運転資金

の調達などにより短期借入金が699百万円増加したことなどによるものであります。

　当第１四半期会計期間末の純資産につきましては、純資産合計は3,585百万円となり、前事業年度末に比べ108百

万円減少いたしました。これは主に四半期純損失92百万円の計上によるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は43.3％（前事業年度末は46.4％）となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 41,000,000

計 41,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成26年５月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年７月４日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 14,204,289 14,204,289
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

計 14,204,289 14,204,289 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年２月21日～

平成26年５月20日
－ 14,204 － 2,979,932 － 1,417

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年５月20日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　27,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　14,129,000 14,129 －

単元未満株式 普通株式　　　48,289 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 14,204,289 － －

総株主の議決権 － 14,129 －

 

②【自己株式等】

平成26年５月20日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

株式会社セキド
東京都新宿区新宿

三丁目１番24号
27,000 － 27,000 0.19

計 － 27,000 － 27,000 0.19

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成26年２月21日から平成26

年５月20日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年２月21日から平成26年５月20日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、ＫＤＡ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について
　当社には、子会社が存在しないため四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年５月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 699,113 1,185,692

売掛金 348,559 332,895

商品 4,296,687 4,115,226

その他 290,556 309,555

貸倒引当金 △8,849 △8,762

流動資産合計 5,626,067 5,934,607

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 386,639 409,132

土地 854,400 854,400

その他（純額） 183,529 185,607

有形固定資産合計 1,424,569 1,449,139

無形固定資産 54,825 57,631

投資その他の資産   

敷金及び保証金 734,352 721,614

その他 116,441 121,859

投資その他の資産合計 850,794 843,473

固定資産合計 2,330,189 2,350,244

資産合計 7,956,256 8,284,852

負債の部   

流動負債   

支払手形 153,195 92,365

買掛金 300,941 251,288

短期借入金 1,727,588 2,427,088

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

リース債務 69,420 70,158

未払金 247,986 222,800

未払法人税等 32,700 8,750

賞与引当金 19,000 4,100

店舗閉鎖損失引当金 24,756 24,756

その他 99,113 145,219

流動負債合計 2,714,702 3,286,527

固定負債   

社債 40,000 20,000

長期借入金 1,010,358 916,807

退職給付引当金 137,598 133,409

役員退職慰労引当金 110,057 111,704

繰延税金負債 5,594 5,264

リース債務 83,054 65,235

資産除去債務 6,968 6,972

その他 153,608 153,557

固定負債合計 1,547,240 1,412,950

負債合計 4,261,942 4,699,478
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年５月20日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,932 2,979,932

資本剰余金 599,704 599,704

利益剰余金 107,359 389

自己株式 △4,028 △4,060

株主資本合計 3,682,967 3,575,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,346 9,407

評価・換算差額等合計 11,346 9,407

純資産合計 3,694,314 3,585,373

負債純資産合計 7,956,256 8,284,852
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成25年２月21日
　至　平成25年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年２月21日
　至　平成26年５月20日)

売上高 2,729,559 2,400,677

売上原価 2,036,614 1,747,715

売上総利益 692,944 652,962

販売費及び一般管理費 717,234 722,002

営業損失（△） △24,289 △69,040

営業外収益   

受取利息 823 674

受取配当金 66 66

役員退職慰労引当金戻入額 900 920

還付消費税等 － 5,839

その他 2,504 79

営業外収益合計 4,294 7,579

営業外費用   

支払利息 9,567 18,309

支払手数料 － 8,880

その他 186 895

営業外費用合計 9,754 28,085

経常損失（△） △29,749 △89,546

特別利益   

受取保険金 16,623 －

特別利益合計 16,623 －

特別損失   

事業撤退損 5,424 －

特別損失合計 5,424 －

税引前四半期純損失（△） △18,550 △89,546

法人税、住民税及び事業税 7,240 3,576

法人税等調整額 △259 △330

法人税等合計 6,981 3,246

四半期純損失（△） △25,531 △92,793
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成25年２月21日
至 平成25年５月20日）

当第１四半期累計期間
（自 平成26年２月21日
至 平成26年５月20日）

減価償却費 21,404千円 28,093千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成25年２月21日　至平成25年５月20日）

１.配当に関する事項

(１)配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月15日

取締役会
普通株式 14,177 １ 平成25年２月20日 平成25年５月20日 資本剰余金

 

(２)基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成26年２月21日　至平成26年５月20日）

１.配当に関する事項

(１)配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年４月18日

取締役会
普通株式 14,176 １ 平成26年２月20日 平成26年５月19日 利益剰余金

 

(２)基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成25年２月21日 至平成25年５月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

合計
 

ファッショ
ン

賃貸部門 計

売上高       

外部顧客への売上高 2,650,537 46,879 2,697,416 32,142 － 2,729,559

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 2,650,537 46,879 2,697,416 32,142 － 2,729,559

セグメント利益又は損失

（△）
87,643 13,682 101,326 △4,816 △126,258 △29,749

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外商部門等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△126,258千円は、本社経費等の調整額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の経常損失としております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成26年２月21日 至平成26年５月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

合計
 

ファッショ
ン

賃貸部門 計

売上高       

外部顧客への売上高 2,283,368 40,024 2,323,392 77,284 － 2,400,677

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 2,283,368 40,024 2,323,392 77,284 － 2,400,677

セグメント利益又は損失

（△）
52,390 14,164 66,554 5,430 △161,532 △89,546

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外商部門等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△161,532千円は、本社経費等の調整額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の経常損失としております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成25年２月21日
至　平成25年５月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年２月21日
至　平成26年５月20日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △1円80銭 △6円55銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額(△)(千円） △25,531 △92,793

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △25,531 △92,793

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,177 14,176

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成26年４月18日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(１)期末配当による配当金の総額　　　　　　　　　　14,176千円

(２)１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　１円00銭

(３)支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成26年５月19日

(注)平成26年２月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年７月４日

株式会社セキド

取締役会　御中

 

ＫＤＡ監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 関　本　　享　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 毛　利　　優　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小田　啓志郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セキド

の平成26年２月21日から平成27年２月20日までの第53期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年２月21日から平成26年

５月20日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年２月21日から平成26年５月20日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セキドの平成26年５月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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